
ネブライザー
貸し出し のご案内
名古屋市では、 気管支ぜん息にり 患する子どもを対象に、 症状の増悪を予防し

健康の回復を図るため、 自宅での吸入治療に必要なネブラ イ ザー（ 吸入器）を

貸与し 、 セルフケアを支援する事業を実施し ています。

説明会を 開催し、 医師・ 保

健師から ぜん息の基礎知識

やネブラ イ ザーについての

説明、 保健指導を行います。

貸与にあたっての

説明保健指導

POIN T１

１ 年毎の利用状況報告書のご提

出で、最大5年間お貸しします。

※機器の維持管理に要する費用

は、 自己負担となり ます。

無料で

最長５ 年間の貸与

POIN T２ POIN T３

保健師によ る定期的な

電話相談・ 保健指導で

セルフ ケアを サポート

し ます。

貸与後の

フォローアッ プ

◆申込対象者＜以下の要件を全て満たす方＞

・ 名古屋市内にお住いの15歳未満（ 令和７ 年６ 月６ 日時点） の方

・ 気管支ぜん息の診断を受け、 ネブライザーでの吸入治療が必要な方

　（ ぜん息性気管支炎は含みません）

・ 現在、 ネブライザーの貸し出しを受けていない方

◆申込期間

令和７ 年４ 月１ 日（ 火）から４ 月18日（ 金）

※申込方法は裏面をご覧く ださい。

名古屋市電子申請サービス、 はがき、 FAXで申込み

◆貸出予定

6 0台（ ジェ ッ ト 式）

◆申込み・ 問合せ先

名古屋市環境局公害保健課

℡（ 052 ） 9 7 2 -2 6 8 8　 fa x（ 0 5 2 ） 9 7 2 -4 1 5 6

〒460-8 5 0 8　 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

申込み　 ４ 月１ 日（ 火）～４ 月18日（ 金）１

申込から貸与までの流れ

▼

▼

▼

▼

※５ 月13日（ 火） 必着＜厳守＞

『 貸与申請書』『 医師の意見書』 を

名古屋市へ提出3

貸与者決定
※『 医師の意見書』 に基づき貸与を決定し 、

　 ５ 月下旬に郵送にてお知らせします。
4

説明会参加（ 貸し 出し ）

６ 月６ 日（ 金）
午後１ 時から３ 時頃まで

※説明会参加が貸与の必須条件です。

5
名古屋市電子申請サービス

名古屋市より 申込関係書類が届き

ます。２
※お申し込み後、 １ 週間程度

吸 入 器

この事業は、 独立行政法人　 環境再生保全機構の
公害健康被害予防事業に係る助成金を受けて実施
し ています。


